様式第4号（第7条関係）
年　　月　　日
浜田市長　　　　　様

空き家バンク利用登録申込書

空き家バンクの利用の登録をしたいので、浜田市空き家バンク事業実施要綱第7条第1項の規定により、次のとおり申し込みます。

また、私が空き家の利用を希望する場合において、市長が空き家バンク利用登録台帳に登録された私の利用登録に関する情報を当該空き家の所有者等に提供することに同意します。

	利用申込者
	(ふりがな)

氏　名
	 eq \o\ac(○,印)
	年齢
	

	住所
	〒（　　　－　　　　）



	連絡先
	□電話・携帯電話

□FAX

□E-mail

	連絡方法
	□電話　　□携帯電話　　□FAX　　□E-mail

（連絡希望時間帯　　　:　　～　　:　　頃）

	定住等の別
	□定住　　□定期的滞在　　□その他（　　　　　　　　）

	居住人数
	

	希望物件
	家の広さ（間取り、面積）、敷地面積、築年数などできるだけ詳しく書いてください。

	
	

	希望条件

（立地、環境）
	山沿い、海沿い、市街地、学校までの距離など希望する条件を書いてください。

	
	


	貸借、購入条件
	□貸借
⑴　家　　賃　月額　　　　円～　　　　円

⑵　賃貸期間　約　　　年

⑶　その他条件



	
	□購入
⑴　希望価格　　　　　万円～　　　　万円

⑵　その他条件



	希望の理由
	浜田市を選んだ理由、住んでみたい理由などを書いてください。

	
	


注意事項

1 　浜田市は情報の提供や必要な連絡調整は行いますが、利用登録者と空き家登録者間で行う交渉、契約等に関する仲介行為は行いません。

2 　利用登録者と空き家登録者間の交渉、契約等に関する一切のトラブル等については、責任をもって当事者間で解決すること。
3 　浜田市個人情報保護条例（平成17年浜田市条例第21号）の規定に基づき、空き家バンクの利用の登録の申込みに係る個人情報は、この事業の目的以外の目的に利用しません。


～空き家バンク利用上の注意～
１　浜田市では空き家情報の紹介や必要な連絡調整等を行いますが、物件の売買・賃貸に関する交渉・契約に関しての仲介行為は行いません。
契約等に関する手続きは、物件所有者と空き家バンク利用者で話し合って決めてください。（仲介を希望される方は、（社）島根県宅地建物取引協業会への依頼をお勧めします。）
　　
２　空き家バンク利用希望者は、物件の見学をしたあと1週間以内に契約（賃貸・購入）またはキャンセルの連絡をしてください。1週間以内に連絡がない場合は、見学した物件をキャンセルいたします。なお、キャンセルまでの期間の延長を希望される場合は、早めに連絡してください。

３　空き家バンクにより情報提供を受けた物件について、物件所有者と空き家バンク利用者間で個別協議をされた場合、協議の結果を浜田市までお知らせください。
※交渉や契約等に関するトラブルについて市は関与しませんので、当事者間での解決をお願いします。
当事者間で　交渉・契約成立
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